
平成２７年第９回花巻市教育委員会議（定例会）議事録 

 

１．開催日時 

開会 平成２７年７月２９日（水） 午後２時４５分 

閉会 平成２７年７月２９日（水）  午後４時５４分 

 

２．開催場所 

石鳥谷総合支所 大会議室 

 

３．出席委員（５名） 

委員  照井 善耕（委員長） 

委員  中村 弘樹 

委員  役重 眞喜子 

委員  伊藤 明子 

委員  佐藤 勝（教育長） 

 

４．説明のため出席した職員 

教育部長     市村 律 

教育企画課長   岩間 裕子 

小中学校課長   菅野 広紀 

こども課長    小田中 清子 

文化財課長    千葉 達哉 

 

５．書記 

   教育企画課 課長補佐 鈴木和志 主任主査兼係長 幅下崇則 

 上席主任 佐々木晶子（書記） 

 

６．議事 

○照井善耕委員長 只今から、平成２７年第９回花巻市教育委員会議定例会を開会いたし

ます。会議の日時、平成２７年７月２９日、午後２時４５分、会議の場所、石鳥谷総合支

所、大会議室。日程第１、会期の決定であります。本日一日とすることにご異議ありませ

んか。異議なしと認め、本日一日と決定いたします。日程第２、議事に入ります。議案第

２３号「平成２８年度使用中学校教科用図書の採択に関し議決を求めることについて」を

議題といたします。事務局から提案内容の説明を求めます。菅野小中学校課長。 

 

○菅野広紀小中学校課長 議案第２３号「平成２８年度使用中学校教科用図書の採択に関

し議決を求めることについて」をご説明申し上げます。教科用図書は、学習指導要領に基

づき教科書会社が編集し、翌年、文部科学大臣の検定を受け、２年目にその中から市町村

教育委員会が採択し、３年目に各学校で使用を開始するという流れになっております。今



般、平成２６年度検定で合格した中学校教科書の中から９教科１５種目について採択使用

とするものであります。なお、本議案については、過日行われた花巻・北上地区教科用図

書採択協議会の結果をもとに、採択に関する議決を求めるものです。以下、議案書１ペー

ジをご覧願います。採択しようとする教科書の種目、発行者は次の通りであります。 

「国語」光村図書出版、「書写」光村図書出版、「社会（地理的分野）」東京書籍、「歴史的

分野」東京書籍、「公民的分野」東京書籍、「地図」帝国書院、「数学」東京書籍、「理科」

東京書籍、「音楽（一般）」教育出版、「音楽（器楽合奏）」教育出版、「美術」日本文教出版、

「保健体育」東京書籍、「技術・家庭（技術分野）」開隆堂、「家庭分野」開隆堂、「英語」

開隆堂。以上であります。なお、教科書名については、議案書記載のとおりでありますの

で、説明を省略させていただきます。また、それぞれの教科書の採択理由につきましては、

議案第２３号資料記載のとおりでありますので、お目通し願います。以上で説明を終わり

ますが、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○照井善耕委員長 只今、事務局から説明がありましたけれど、今の説明について何かご

質問等ございましたらお願いいたします。役重委員。 

 

○役重眞喜子委員 事前に検定合格教科書を全て見せていただきまして、説明ありがとう

ございました。どの会社のものも甲乙つけ難いというか、素晴らしい教科書に感じました

けど、特にこの採択される発行社のものは、それぞれ採択理由のとおり長所があってふさ

わしいと感じました。２点ほど要望ということになるかもしれませんが、社会の歴史にお

いては、東日本大震災が既に歴史上の事件ということで教科書に記述されているのを目に

して感慨がありました。各社いろいろな書きぶりがありましたけれども、東京書籍のもの

は比較的、客観的に書いてありましたし、ちょっとあっさり書いたのかなという気もした

のは事実です。社会の授業の中で、且つ被災地に住む花巻市の子ども達が東日本大震災を

経て、どのように地域、コミュニティを大事にしながら生きていくのかということを教科

書の記述プラス、教える部分を大事にしていただきたいと感じたのが１つです。それから

技術・家庭の開隆堂のものが非常に素晴らしかったです。男女の役割意識であったり、Ｉ

Ｔのセキュリティとかリテラシーの関係、子ども達にとってはこれから生きるすごい大事

な部分なんですけども、分量としてボリュームが大きいのも事実です。基礎教科が大事と

いう意識が先生方に非常に強いような気がするのですが、安全に社会を生きていくうえで

は重要な分野だと思いますので、開隆堂さんの教科書を効果的に使ってしっかり教えてい

ただきたいと感じました。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。事務局で何か今の事に関連して補足説明と

か何かございますか。教科書の授業での使い方とか、そのあとの活用のしかたとか関わる

と思うのですが。 

 

○佐藤勝教育長 社会科の歴史の件ですけれども、まず、近現代の扱いというものがきち

んとどれだけ整理されていたかということ。それから客観的な視点で網羅されているかど



うか。偏った知見とか通説ではなくて、世界的な視野、公正な視野から子ども達に分かり

やすいように整理されていること。そういったことで、近現代については整理がなされて

いたと思います。それから、分量については確かに歴史が増えていくわけですけども特に

本書の場合は時代の繋ぎというのでしょうか、そこがぶつぶつ切って日本史だとか世界史

だとかいうよりも、関連性を持たせるような、そういった作りになって、非常にコンパク

トにまとめられていることも大きな理由だったようです。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。他にありませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤明子委員 私は音楽を拝見させていただいた時に、とても丁寧で楽器の説明が素晴

らしいと思いました。これだけ生徒に影響を与える音楽、楽器ですので、これは関係ない

かもしれませんが、何となくテレビを見ていると北上のさくらホールが宣伝になって、い

ろんなイベントがあるように見受けられるので、花巻の文化会館ももっと使っていただい

て、もっと子ども達に色んなものに接する機会を持っていただければありがたいと拝見し

ました。と申しますのは、さくらホールもいいのですけど、音響があまり良くなくて、聴

いたときに音響が悪いと私が申し上げたら、花巻の文化会館の方が材料のいいものを使っ

ているとおっしゃっている方がいらしたので、音響を関係する方だったのですが、だった

ら花巻の方でもう少しいろんなことをやってくだされば子ども達も聴いたり観たりできる

のにねという話をしたら、そこは事情があるみたいですが。これだけいっぱいお琴だった

り三味線だったり色々やっているのだからもう少し子ども達に実際触れさせてあげられれ

ばいいなという風に感想を持ちました。 

 

○照井善耕委員長 市内の小中学校で鑑賞教室というのは対象の学年が決まっているので

すか。 

 

○佐藤勝教育長 ２年生ですね。演劇あるいは演奏、それからステージングというのでし

ょうか、ああいったものでサイクルでやっておりますけれども、大体翌年度のものは前年

度に決めてしまうとことで、１回しかできないんです。小学校で１回、中学校で１回。 

 

○照井善耕委員長 鑑賞教室と音楽発表会でスケジュールを作っていると。 

 

○佐藤勝教育長 そうですね。 

 

○照井善耕委員長 本当に限られた時間、１週間に１時間ぐらいしかないので、やはり授

業で触れる部分とそれを受けて実際演奏会に行って観たり聴いたりするとか、そういうの

とうまくつなげて進めていくのが、音楽とか技術・家庭とか、家庭での色んな体験に結び

付けていくということでは大きい感じがするんですね。そういう意味で、学校だけででき

ることと、地域とか社会と連携して進めていくことを連携してというか、機能を生かしな

がらやっていくのが大変だなと分かりました。他にないですか。中村委員。 



 

○中村弘樹委員 だいたい前回の教科書と同じメーカーだと思うのですが、新しい教科書

が出たときに、前の教科書を使った新しい２年生、３年生も同じようなことを教えられる

のが前提だと思うのですが、ここらへんは大丈夫でしょうか。 

 

○照井善耕委員長 教科書が変わったときの、前の教科書と新しい教科書とのつなぎ方と

か、どういった配慮がされているのか説明があればよいかと思います。菅野小中学校課長。 

 

○菅野広紀小中学校課長 基本的に接続がうまくいくように、教科書は２、３年使う教科

書になりますけれども、２年生で使っている教科書はそのまま３年生でも使えることにな

りますし、多くの教科書が同じ出版社です。そのあとの接続性というのは各教科の先生で、

あまり内容的に大きな違いはないので、丁寧に接続して指導して前よりもよく指導してい

けるのではないかと思います。 

 

○照井善耕委員長 前年度の終わりに年間の指導計画を各教科で立てる、その時に、前年

度はどのような勉強をしてきていて、それを新年度にどうつなぐか。もしも教科書が変わ

って抜けることがあれば、それはどこに位置づけるかとかそういうことって出来ますよね。 

 

○菅野広紀小中学校課長 指導計画については、前年度の冬休みを中心に次の年の指導計

画を作成しますので、教科書が決まればその教科書を基にした指導計画を作成して、次年

度指導していくということになりますので、そういう情報については各教科書会社からの

このような年間指導計画案という情報をいただいておりますのでそういうことをして指導

計画をコンプリートすることになります。 

 

○佐藤勝教育長 基礎的・基本的な事項というのは、メーカーが違っても同じです。ただ、

指導要領にあるものを網羅しなければ当然検定には通らないと。そこはきっちりしていま

す。ただ、これからの学力観の中で今、国で論議しているアクティブラーニングとか今、

求められている思考判断表現とか全く別のようにみえますけれども基本的にはすでに始ま

って今までも取り組んでいるということでありますから、いわゆる学力観として、知識理

解ではなく、これから自分で主体的に学びながら表現し、コミュニケーションを交わしな

がら、自分のものにしていくと、そういった作りで内容は変わってきますけれども、基礎

基本の部分についてはどのメーカーも変わりないです。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。この採択理由をみると、基礎的・基本的な

こと、あるいは問題解決的な学習を進めるような、子ども達が主体的にしかも、日常の中

から学習課題を定めて取り組んでいかないといけないということですが、花巻の子ども達

の課題として挙げられている家庭学習をいかに充実させるかということも関連させた時に、

授業の中で学習することとか、ノート教科書を活用しながら家庭でももう１回振り返ると

か、課題を確認して基本的なことを繰り返すとか、そういう意味で選択した観点がポイン



トを抑えられているなという感じがしておりました。最初の話題にありましたけれども、

教科書をいかに活用して、学校だけの学習じゃなくて家庭なり、社会なり、地域なり色ん

な活動とリンクさせて本当の知識として生きる力として身につけてさせていくというのが

一番大事だと思うので、選択したものを十分に活用しながら先生方にこれからいろいろ取

り組んでいただけるといいなと思って伺いました。では、教科用図書に関してほかに質問

等ご意見等なければ、終りとしたいと思うのですが、ございますか、よろしいですか。役

重委員。 

 

○役重眞喜子委員 １点だけよろしいですか。資料の採択理由のお話が委員長からありま

したけれども、社会の歴史の部分で、「また」以降ですね「我が国の歴史を尊重するととも

に郷土を愛する態度をはぐくむことができるよう配慮されている」ということで、歴史の

教科書なので当然、歴史を尊重するのは当たり前のことだと思うのですが、ここに書いて

あることもそのとおりなんでしょうけれども、先ほど教育長がおっしゃった客観的、公平

な記述がコンパクトに理解できるように作られているということからすると、この採択理

由だけ読みますと、公平性だとか、他の会社よりそこが優れているんだというところが見

えない部分があります。あくまでも近現代のことをおっしゃったので、それだけじゃない

というのはその通りだと思いますが。そういったことで、採択理由について、表現の工夫

をできないのかなという風に感じました。 

 

○佐藤勝教育長 表現ですけど、我が国固有の文化とか、そういった部分も含めていて、

日本だけの国家観とかそういうことではなくて、日本の固有のものであり、世界に誇るべ

きものという捉え方をしていただければ。郷土を愛する態度というとやっぱり地方文化と

か地域文化の伝え方ということで、例えば地域文化で神楽を扱っていたと捉えていただけ

ればいいのかなと。 

 

○照井善耕委員長 そういうところを付け加えてもらえればいいですね。 

 

○役重眞喜子委員 「我が国の歴史を尊重する」という表現が一般的なのかどうなのかな

というのがちょっと気になったので。読み様によって余計な誤解に繋がらないといいので

すが。 

 

○照井善耕委員長 指導要領に適切な表現があると思うので誤解のない形で表現を工夫し

ていただければ。他にございませんでしょうか。それでは、質疑なしということで、質疑

を終結いたします。お諮りいたします。議案第２３号「平成２８年度使用中学校教科用図

書の採択に関し議決を求めることについて」を原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。異議なしと認め、議案第２３号は原案のとおり議決されました。次の議案の審議に

入る前にお諮りしたいと思います。議案第２４号「職員の懲戒処分に関し議決を求めるこ

とについて」につきましては、人事案件でありますので、審議は花巻市教育委員会会議規

則第１３条の規定による秘密会にしたいと存じます。これにご異議ございませんか。ご異



議ありませんので、議案第２４号につきましては秘密会による審議とすることに決しまし

た。これによりまして、議案第２４号の前に、日程第３の報告事項を行うことといたしま

す。日程第３、報告事項に入ります。事務局から報告をお願いします。千葉文化財課長。 

 

○千葉達哉文化財課長 「花巻城跡調査保存検討委員会の設置について」でございます。

この委員会につきまして、委員は花巻市博物館長の高橋信雄さん、前二戸市埋文センター

所長の関豊さん、盛岡大学の熊谷常正さん、盛岡市教育委員会の室野秀文さん、文化財保

護審議委員の中村良幸さんの５名を以て組織しており、７月１日からの委員の委嘱になっ

てございます。７月２１日、第１回の会議を開催いたしまして、委員長に高橋花巻市博物

館長、副委員長に熊谷盛岡大学教授ということで、ご審議をいただいております。ちなみ

に内容といたしましては、今年度買収をいたしました武徳殿の東側の土地について調査の

方向性など、それから三之丸の武家屋敷の文化財の指定についての考え方等をご審議いた

だいております。年２回を予定してございまして、次回は１０月末を予定しているところ

でございます。 

 

○照井善耕委員長 只今報告があった点について何かご質問等ございますでしょうか。 

 

○役重眞喜子委員 所掌事項（３）に「花巻城跡調査保存のあり方に関する事項」とある

のですが、今のところの調査保存のあり方に関するどのような議論がどのような方向でさ

れているのかを。 

 

○照井善耕委員長 併せて、花巻城に関して今までどういう調査をやってきて、今の段階

で委員会を設けることでこういう風にやっていきたいというそのあたりをお願いします。 

 

○千葉達哉文化財課長 役重委員のご質問でございますが、来年度はこの５名に加えて審

議委員を入れて、委員会を拡充しまして、ゆくゆくは「（仮称）花巻城跡保存計画」という

ものを策定したいと考えてございます。それから、委員長のご質問でございますが、平成

に入りましてから、３つの時期がございまして、平成４年度から６年度、これを「花巻城

跡復元整備懇談会」といたしまして委員５名をもって進めており、主に西御門の復元関係

を中心に活動を行っております。次に平成７年度から１３年度、これは「花巻城跡復元整

備懇談会」といたしまして委員１２名をもって組織しております。花巻城の解説とか設置

してございます。３つ目が、平成１４年度から１９年度ということで、「花巻城跡環境整備

推進委員会」、委員１０名をもって主に三之丸公園の整備復元計画を中心に、史跡めぐりと

か花巻城センターとか開催してございます。 

 

○役重眞喜子委員 中身の続きで、今回どのような方向性を、今時点で選択肢としてはど

のようなものがあるのか具体的にお願いします。 

 

○千葉達哉文化財課長 花巻城でございますが、非常に大きな区域でございまして、本丸



だけが官地で、あとのほぼ半分の面積が民地となってございます。そこでどういう風な保

存、活用か、できるのかというということを中心に話し合いをしていただくということを

考えてございます。 

 

○佐藤勝教育長 花巻城文化財の調査の経過をお話ししたとおりですが、ほとんど個人住

宅ということなど課題になっている部分、それから、今後の調査で必要なところをある程

度１回まとめて、花巻城自体を調査するわけですが、その下にある稗貫の時代だとか、１

３世紀ぐらいの安部氏の時代とかきちんとした調査をしていかなければならないというこ

とですし、今度購入した２，４００㎡なのですが、一切、上に建物が建ったことがない、

そういった大事な場所だということでそこの調査計画についてもいろいろご指導いただこ

うと、あるいは調査結果の分析についてもまずはしっかりと助言をいただこうと、そうい

った方向でのスタートであります。いずれ、花巻城跡というのは他の城館と比べると町を

形成している部分が大きい。したがって、それを無視してどうするのかではなく、どこま

で何ができるのかと、あるいは、これ以上価値を失うことをなく進めるにはどうしたらよ

いのか、そういった現実的な見地からのご指導を賜るというそういうことでございます。 

 

○照井善耕委員長 新興跡地の問題とも関連があるのですか。 

 

○佐藤勝教育長 あそこの開発を始める前には一定の調査をしなくてはいけない。それは

文化財保護法で決まっていますが、その辺については具体的にいつからどういうことをや

りたいということで向こうから計画が示される予定になっています。規模も大きいですし、

単純に想定すると３パーティぐらいでやっていかないと短期間でできないということです

ね。そういったことについてある程度検討はしているわけですが、実際始まる時の現地で

の指導内容あるいは解釈となればこの方々の力も必要ということになります。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。今の花巻城跡の件について他に何かござい

ますか。なければ、この件については終わりにさせていただきます。次の報告事項をお願

いします。小田中こども課長。 

 

○小田中清子こども課長 それでは「「花巻市公立保育園再編指針」の策定に向けた取り組

みについて」ご説明をいたします。公立保育園は花巻地域に８園、大迫地域に３園、東和

地域に４園、合わせて１５園ございます。この１５園全園を対象といたしまして、平成２

７年度から３１年度の５年間を計画期間とする再編指針の策定を行います。再編指針策定

の背景といたしまして、少子化が進んでいること、核家族化、勤労形態の多様化による保

育ニーズの増加、特にも３歳未満児といわれます０～２歳児の入園希望が増えているとこ

ろでございます。一方では地域によっては定員に満たない公立園がございます。子供にと

って必要な集団規模での保育が困難になってきている状況があります。この背景から課題

解決のために４つの目標を定めまして、再編に取り組んでまいります。１つ目は地域の少

子化の実情に合わせた子どもにとって最善の保育の提供、２つ目は多様化する保護者・地



域のニーズにこたえられる保育サービスの充実、３つ目は人材や財源の適切な配置による

質の高い保育の提供、４つ目は学びの連続性を重視した保幼小の効果的な連携の推進を目

的に再編を取り組んでまいりたいと思います。再編の方法といたしましては民営化と統合

と２つの方法によるものといたします。まずは民営化を先行して取り組みます。統合につ

きましては入園希望者が激減するなどの特別な場合を除きまして民営化完了後に実施して

いくことになります。まずは民営化の受け手となる法人や保護者会との関係団体と協議し

て、議員説明、パブリックコメントを経て再編指針を決定してまいりたいと思います。併

せて民営化の第１期実施計画、第２期実施計画を策定し、計画的に取り組みを進めてまい

ります。資料裏面はこの内容の概要版としてお示ししたものでございます。下の方に地域

ごとの特色を生かした再編方針の検討ということで示しております。花巻地域においては

民営化によって多様な保育の提供と効率的な園の運営をめざします。大迫、東和地域にお

いては、適正規模での運営を目指しております。石鳥谷地域におきましては情報提供を行

いながら、法人による再編を支援しています。以上、公立保育園の再編についての取り組

みについて、簡単ですけど説明を終わらせていただきます。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。只今ご報告いただいたことについてご質問

ご意見ありましたらお願いします。役重委員。 

 

○役重眞喜子委員 ２点お伺いしたいのですが、１つは、計画の策定段階で意見を聞いた

団体、保護者、そういう方からこの事案についてはどのようなご意見、声が聞かれたのか

というところをひとまずお聞きしたいと思いますし、あと、確認になるかもしれないので

すが、この再編の方法の②で「統合については入園希望者の激減など特別な場合を除き、

民営化完了後に地域関係者との協議を行い」とありますので、これはつまり原則的には民

営化したところのみ統合を行う、公立のままの統合は原則として行わないという風に読ん

でいいのでしょうか。 

 

○小田中清子こども課長 プランの策定をしていく中での再編についてのご意見というの

はあまり出ませんでした。ただ、法人立の保育所の先生方、私立の保育所、幼稚園の先生

方との何回かの話し合いを進めている中では「前もこういった計画がありましたので、そ

れはどういう形になっているのか」ということを確認されたということはございます。そ

れから今後の部分について、民営化を進めるにあたっては公立の１５園全てを対象とする

ということにしておりますので、まず民営化を進め、民営化に至らなかった運営上難しい

という園については規模にもよると思いますけど公立として、地域の方々、保護者の方々

と話し合いをして、慎重に統合という形になるのかどういった形になるのかというところ

はありますが、統合しながら適正規模の園を目指していきたいという風に考えております。 

 

○市村律教育部長 概要版の②統合「期待される効果」「対象」のところで（書いています）。

あくまでも子どもにとってより良い保育環境を確保するために選択肢として民営化できな

い部分を統合するということを想定しております。 



 

○役重眞喜子委員 プランの策定段階ではご意見は聞かれなかったということですが、そ

れ以外では何か意見としてお聞きになっているのですか。 

 

○小田中清子こども課長 東和地域の浮田保育園、大迫地域の亀ヶ森、内川目保育園につ

きましては現在１０名を少し超えるくらいの入所状況になっているところがあります。昨

年の年度末にこういった状況で保護者の方がどのようにお考えになっているかということ

を、特に再編ということではなく、ご意見を聞くことがありましたけれども、それぞれい

ろいろな考えがありますね。子ども達のことを考えるとどういった形がいいのかなという

ことを率直に悩んでいらっしゃる方もありましたし、送り迎えの関係で「やはり必要なの

か」とかそういった意見は伺っておりました。 

 

○照井善耕委員長 他にございませんでしょうか。いろんな機会にうまく子育てを進めて

いくために、今、子育てをしている人達がどういうことで困っているかとか、どういうこ

とを望んでいるかとかをいっぱい伺っていきたいと感じますね、全部一旦聞きながらそれ

を整理して絞っていく形の方が方向としてはいいんじゃないかな。「民営化」「統合」とい

う言葉が先行していくと子育てそのものにプレッシャーを感じたり、大変なことになって

いくと思うので、極力いろんな機会に話題にして思いを受け止めながら進めていくといい

んじゃないかなと思いました。 

 

○伊藤明子委員 これはしょうがないという言い方しかできないのかもしれないけど、誤

解をされないような説明が必要かもしれませんね。なかなか統合というのは難しいかもし

れませんね。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。それでは次の報告事項についてお願いいた

します。岩間教育企画課長。 

 

○岩間裕子教育企画課長 大迫中学校の改築にかかる校舎の構造についてご報告をさせて

いただきます。大迫中学校の改築につきましては、これまでも地域の皆様等からご意見を

お伺いするとともに、基本設計業務の中で構造別の事業費、メンテナンス費用の算出をす

すめまして、検討を重ねてきたところでございます。この結果、大迫中学校の校舎の構造

につきましては、ＲＣ構造の建築を基本とし、一部「生徒ホール」、みんなで給食を食べた

りするような部屋ということになりますけれども、そちらを県産材による木構造とする。

なお、校舎内部は木質化することとし、腰板には地元産木材、スギを使用することといた

しましたことをご報告させていただきます。構造選択の理由につきましては基本的には子

どもたちの安全第一ということで新校舎の早期利用、それから火災発生時の安全性を考慮

するというということが一番大きな理由となっております。それから市有林から切り出し

た地元の木材を内部に使用するということで地域資源の活用、地域理解の促進にも寄与す

るということを考えております。この選択までに学校、ＰＴＡ，地域の皆様のご意見をお



聞きするために平成２７年３月２７日の大迫中学校ＰＴＡへの説明会を１回目といたしま

して、以後、７月１６日まで７回にわたり説明会を実施しております。意見の詳細につき

ましては資料３－２に記載しておりますのでご確認をお願いいたします。協議にあたりま

しては改築検討会で提示した前提条件を示して協議をさせていただきました。このうち、

構造に関連する③⑤⑥⑦について検討を行っております。前提条件③「木材を可能な限り

使用する」につきましては、木造使用料比較のとおりでございますので確認をお願いいた

します。次に、前提条件⑤「構造の比較検討を行う」につきましては木造とＲＣ造の特性

等を理解し、構造決定の判断に資することを目的に専門家による改築検討会の開催を行っ

ておりますほか、基本設計業者による構造比較表の提示も行っております。構造比較表に

つきましては資料№３－３に提示してありますので、こちらの方も別途ご確認いただけれ

ばと思います。前提条件⑥「校舎棟の完成工期は平成２９年度としたい」につきましては、

木造は市有林の木を使う場合に丸太からのラミナ材製材と集成材加工に期間を要するとい

うことで、ＲＣ造に比して最短でも４か月程度遅れる見通しとなりました。この結果、校

舎改築の完了時期につきましてはＲＣ造、合築の場合は平成２９年７月末となりますが、

木造の場合は同年１１月末となる見込み、となる結果になっております。次に、前提条件

⑦「事業費は湯口中学校と極端な差が生じないようにすることとし、総事業費２０億円程

度を見込むこと」についてでございますけれども、木造とＲＣ造、合築ということで生徒

ホールのみを木造とするものの３構造につきまして、一般の流通材を使用した場合と市有

林から切出した丸太を請負者に支給する場合に分けて資料記載のとおり、校舎建築費用と

メンテナンス費用について比較検討を行ったところでございます。校舎建築費用につきま

しては、湯口中学校とこれまでの校舎建築と同じＲＣ造で行い、内部の木質化を流通材を

使用した場合の事業費をベースとして考えた場合、市有林から切出した木を使用した木造

の場合は、それに比べて37.4パーセント、約３億１，８６０万円の増、また、一部生徒ホー

ルのみを木造として構造にかかる部分を流通材、内部の木質化を市有林から切出した木を

使用した場合で５．３パーセント、約４，５６０万円の増となる試算を行ったところでご

ざいます。また、メンテナンス費用につきましては、木造の場合、屋根、外壁、外部に露

出する木材の塗装を定期的の行う必要があるということで６０年間の総額になりますが、

８千万円から１億２千万円のメンテナンス費用が必要になるという試算となっております。

また、前提条件にはございませんけれども、木造を希望するという住民の方々からは、木

造の方が地域への経済効果が大きいというご意見をいただいておりましたので、３つの構

造についてそれぞれ経済効果も比較したところでございます。本市におきましては集成材

加工を担える企業が地域内、花巻市内にないために、構造による経済効果の違いは発生し

ないという結果となりました。その部分についてはどうしても市外に出さないといけない

ということで、市内への波及効果は望めないという結果になったところでございます。そ

こで、大迫地域に限定した場合では大迫地域内でコンクリート製造が行われる可能性もき

わめて高い、これは作ってから使用するまでの時間が決められているということで、大迫

地域内で製造するという可能性がきわめて高いということで、より多くコンクリートを使

用するＲＣ造の方が大迫地域への経済効果という点でみると多くなることが見込まれたと

ころでございます。なお、この方針につきましては、過日７月１６日に開催されました大



迫中学校改築促進協議会にご提案を申し上げご了解いただいたところであります。また７

月２４日に議員説明会における説明を行っているところでありますし、７月２７日に定例

記者会見での公表を行ったところでございます。今後はＲＣ造を基本といたしまして、一

部生徒ホールを木構造とすることにより、基本設計の最終作業を進めてまいりますのでよ

ろしくお願いいたします。以上で報告でございます。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。只今ご報告いただいたことについて何かご

質問等ございますでしょうか。この内容でこれから進めていった場合に、完成して子ども

達が入れるのはいつの見込みなのでしょうか。 

 

○岩間裕子教育企画課長 現在のこの方針による構造によりますと平成２９年度の夏休み

期間中に引っ越しを行うスケジュールとなっております。完了は平成３１年度となります。

屋体があって、外構工事がありますので。 

 

○役重眞喜子委員 地域経済を動かすという地元の方のご意見は、当然、集成材の加工と

いうのはそのとおりなんですけれども、いわゆる大迫の山から切り出した木ということで、

その販売額とか販売高とかそういったことを想定されてのご意見だと思うのですが。そこ

ら辺はどのようにして参考にされたのでしょうか。 

 

○岩間裕子教育企画課長 大迫の木を、地元の木を使うことになりますと、基本的には市

有林からの必要量の伐採ということになりまして、それを請負業者に資材として支給する

という形になりますので、売却益というようなものは発生しないということになります。 

 

○役重眞喜子委員 つまり発注者が材料、市有林の提供をすることとなるのですね。民有

林という可能性は特にないのですね。ちなみに出すとすると県内では遠野ですか。 

 

○岩間裕子教育企画課長 はい。あとは近いところでは秋田です。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。大迫中学校の改築にかかることについては

よろしいでしょうか。それでは、次の報告事項に入ります前にお諮りいたしますけど、滝

沢氏による第三者委員会の調査報告書が来ているのですが、これは非公開の扱いで届いて

いるということですので、それを基にした審議については秘密会ということにしたいと思

いますが、それでよろしいでしょうか。ご異議ありませんので、これよりは秘密会といた

します。 

 

 


